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１．計画の目的と期間                         

（１）計画の目的 

東白川地方は、自転車選手を輩出するなど古くから自転車とはなじみが深く、最近で

は、塙町での自転車競技や矢祭・塙間及び鮫川村でサイクルイベントが実施されてい

る。また、矢祭町から棚倉町に至る久慈川沿いには「久慈川サイクリングロード」が整

備されているなど、自転車と活用した地域振興のポテンシャルを有していた。 

棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村の４町村は、一体的な生活圏、観光圏である「東白

川地方」として、自転車活用を推進することによって、子どもから高齢者まで活力ある

健康長寿社会を実現するとともに、当地方の認知度の向上とともに交流人口の拡大や地

域活性化を推進することを目的として、令和２年３月、「東白川地方自転車活用推進計

画」を策定し、令和３年３月には、同計画を踏まえて「東白川地方自転車ネットワーク

計画」を策定した。 

これらの計画から５年が経過し、それぞれの施策に基づき、各機関等において各種の

取り組みが進められているとともに、国や福島県、さらには周辺の自治体においても自

転車に係る取組が進められている。特に国においては、「第３次自転車活用推進計画」

（令和８年～）の策定に向けて検討が進められているところである。 

このような背景を踏まえて、本業務は、東白川地方における自転車に関わる状況を把

握し、「第２次東白川地方自転車活用推進計画」を策定することを目的とする。 

 

（２）計画の区域 

 本業務で策定する「第２次東白川地方自転車活用推進計画」の対象区域は、下図に示す、

棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村の４町村の全域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画区域  

鮫川村 

棚倉町 

塙町 

矢祭町 



2 
 

（３）計画の期間 

計画の期間は、国において策定中の「第３次自転車活用推進計画」の方向性を踏まえ、

また、福島県自転車活用推進計画の計画期間との整合に留意し、令和８（2026）年度から

令和12（2030）年度までの５年間の計画とする。 

なお、令和７（2025）年度に「第２次東白川地方自転車活用推進計画」を策定し、令和

８（2026）年度以降は、必要に応じて追加調査を行い、その見直しを行う。また、令和12 

（2030）年には、社会状況や自転車活用の状況等を踏まえて、再度計画の見直しを行うも

のと想定する。 

また、令和３（2021）年に策定された「東白川地方自転車ネットワーク計画」は、令和

12（2030）年までの計画期間ではあるが、本計画との整合を図るため、次年度以降に見直

し、改定を行うことを想定する。 

 ～2023 
～令和5 

2024 
令和6 

2025 
令和7 

計画期間 
2031～ 
令和13～ 

2026 
令和8 

2027 
令和9 

2028 
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2029 
令和11 

2030 
令和12 
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推進計画 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

東白川地方 

自転車ネットワ

ーク計画 

 

         

福島県 

自転車活用 

推進計画 

         

国 

自転車活用 

推進計画 

 

 

         

 
従前計画 

2020～2024
（５年間） 

2026 まで
延長 

 

 

第２次計画 
2026～2030（５年間） 

第 2 次計画  

策定  
（社会状況等必要に応じて適時に見直し・改訂）  

第１次計画 
（当初期間） 

第２次計画 

第２次計画 
2027～（想定） 

第 3 次計画  
策定中  

現行計画の期間：2021～2030（10 年間） 
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（想定）  
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計画に基づく施策や事業の展開  

第 3 次計画 
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次期計画の  
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２.計画の位置づけと関連計画                    

（１）計画の位置づけ 

 本計画は、「自転車活用推進法」に基づき策定された国の「自転車活用推進計画」で示

されている目標等を踏まえ、本計画の策定主体である棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村の

上位計画や関連計画との整合を図り、また、これらの自治体が含まれる広域計画等にも留

意しつつ、東白川地方４町村が共有する自転車に関する政策の最上位計画として位置付け

るものである。 

 具体的には、下図に示す国の関連法・計画や福島県及び東白川地方の関連計画、東白川

地方４町村それぞれの上位・関連計画等を踏まえたものとして位置づける。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）国の関連法・計画など 

自転車活用推進法（平成 29 年５月） 

②安全で快適な自転車利

用環境創出ガイドライン

（令和６年６月） 

第２次東白川地方自転車活用推進計画 

２）福島県及び東白川地方の関連計画 

①福島県自転車活用推進計画 

（令和２年３月策定・令和７年３月一部改訂） 

②福島県自転車走行環境整備ガイドライン（令

和７年３月） 

③福島県広域サイクリングルート走行環境整備

計画（令和７年３月） 

④しらかわ地域定住自立圏第３期共生ビジョン

（令和７年４月） 

⑤県南都市計画都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針（平成 26 年） 

３）東白川地方４町村それぞれの上位計画・関連計画 

〇棚倉町 

・第 7 次棚倉町振興計画（令和７年３月） 

・第 3 期棚倉町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和７年２月） 

・棚倉町地域公共交通網形成計画（平成 28 年４月） 

〇矢祭町 

・第６次矢祭町総合計画（令和３年２月） 

・矢祭町まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和３年３月) 

〇塙町 

・塙町第６次後期長期総合計画（令和４年３月） 

・第２期塙町人口ビジョン及び地方版総合戦略(令和４年３月) 

・塙町地域公共交通網形成計画（平成 30 年３月） 

・塙町過疎地域持続的発展計画（令和３年９月策定・令和６年３月改定） 

〇鮫川村 

・第 4 次鮫川村後期振興計画（令和２年 12 月） 

・健康鮫川２１（第３次）（令和６年３月） 

・鮫川村人口ビジョン令和６年度改訂版（令和７年３月） 

・第３次鮫川村食育推進計画（令和６年３月） 

・第３期データヘルス計画（令和６年 11 月） 

①国の「第３次自転車活用推進計画」

（令和８年～） 

 ※パブリックコメント実施済 

③道路交通法 

 （令和６年 11 月改正） 

・「交通反則通告制度（青

切符）」の導入等 
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（２）各上位計画・関連計画等の確認 

１）国の関連法・計画 

①第３次自転車活用推進計画（パブリックコメント実施済） 

 国においては、現行の第２次自転車活用推進計画の計画期間が令和７年度で終了す

るため、令和８年度を初年度とする「第３次自転車活用推進計画」の策定に向けた調

査・検討を進めている。具体的には、現行計画のフォローアップや自転車を取り巻く

社会情勢等の変化のほか、ヒアリング・アンケート調査結果や海外の自転車計画のレ

ビュー結果等を踏まえ検討を進めている。令和７年 12 月 17 日に開催された第３回有

識者会議で計画の骨子案が示され、その議論を踏まえて、令和８年１月８日から２月

７日までパブリックコメントを実施した。 

〇第２次自転車活用推進計画のフォローアップ 

第２次自転車活用推進計画のフォ

ローアップでは、車道混在による自

転車通行空間の整備やシェアサイク

ルの導入、サイクルトレインの導入

等の取組が進む一方で、通行空間の

安全性・快適性の向上、日常的な自

転車利用の促進、地方部等でのサイ

クルツーリズムの環境整備、自転車

利用者の交通ルール順守等の課題へ

の対応が必要としている。 

 

〇自転車を取り巻く社会情勢の変化 

「モビリティ環境」「安全・安心」「カーボンニュートラル」「健康・スポーツ」「ツ

ーリズム」の観点から、以下のように整理している。 

・モビリティの多様化、「交通空

白」解消の必要性の高まり 

・道路の脱炭素化に向け、低酸素

な交通手段への転換促進が必要 

・スポーツの手段としてのサイク

リングは増加傾向 

・観光地における観光の足の確保

や地方部の持続可能な環境地域

づくりに向けた消費拡大に資す

る回遊手段として、自転車の活

用に期待 

・自転車関連事故が増加する中、16

才以上の者による一定の交通違反

に対する青切符の導入が決定  
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〇第３次自転車活用推進計画（素案）の概要 

「自転車の活用推進に向けた有識者会議」において検討を進め、作成された素案に対

し、令和８年１月８日から２月７日までパブリックコメントを実施した。 

計画の素案では、現行計画の４つの目標から以下の５つの目標に見直しされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

体系として、ビジョン及び上記の５つの目標に対応する施策や措置が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：「第３次自転車活用推進計画（素案）」に関する意見募集について 関連資料

【目標１】安全で快適な走行環境等の整備による良好な自転車利用環境の実現  

【目標２】自転車事故のない安全で安心な社会の実現  

【目標３】自転車交通の役割拡大による良好な地域の移動環境の形成  

【目標４】自転車利用の促進による活力ある健康長寿社会や脱炭素社会の実現  

【目標５】サイクルツーリズム等の推進による観光地域づくりや地域の活性化  
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②安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（令和６年６月改定） 

（国土交通省・警察庁）の概要 

平成 27 年に改定定された従前のガイドラインについて、第２次自転車活用推進計画

（平成 30 年６月策定）の内容や社会情勢等を踏まえ、令和６年６月に改定が行われた。  

主なガイドラインの改訂内容は以下の通りである。 

ⅰ）自転車活用推進法及び自転車活用推進計画の反映  

ⅱ）質の高い自転車通行空間の整備促進（下図参照）  

ⅲ）自転車専用通行帯における路上駐停車対策の強化（下図参照）  

ⅳ）利用ルールの徹底 

ⅴ）新技術やデータの活用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について／国土交通省  
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③道路交通法の改正（令和６年 11 月） 

自転車は、多くの年代で多様な用途で利用できる身近で環境にやさしい交通手段である

一方、自転車関連事故は７万件前後で推移しており、自転車と歩行者の事故の発生件数は

増加傾向にある。自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約４分の３には自転車側にも法

令違反があること等を踏まえ、令和６年１１月の道路交通法の改正において、自転車の交

通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が導入された。その施行は、令和８年４月１日

からとなる。 

 

〇「交通反則通告制度（青切符）」の概要 

交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）とは、16 歳以上の運転者による一定の道路交

通法違反について、半則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を

提起されずに事件が終結する制度のことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：道路交通法の改正について／警視庁ホームページ 

 

自転車の指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入前後で変わらないとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：自転車ルールブックの作成概要資料／警察庁交通局 
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２）福島県の主な関連計画 

①福島県自転車活用推進計画（令和７年３月一部改訂） 

福島県では、自転車活用推進法や国の自転車活用推進計画を踏まえ、本県の実情に応じ

た自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため令和２年３月に「福島県

自転車活用推進計画」を策定している。その後、国の次期の第３次計画が令和８年度から

となることを見据え、令和７年３月に一部改訂を行い、その計画期間の延長や内容の見直

しを行っている。 

 ここでは、「福島県自転車活用推進計画（令和７年３月改定）」における改訂部分を中心

にその概要を確認する。 

 

〇計画期間の延長 

・国の次期計画（令和８年度～）等

を見据え、 令和２年度から７年

間となる令和８年度とする。  

〇県内で策定済みの自転車ネットワーク計画 

・福島県内では、従前の「福島市自転車ネットワーク基本計画（福島市）」、「いわき市自

転車道路網整備計画（いわき市）」、「東白川地方自転車ネットワーク計画（棚倉町、矢

祭町、塙町、鮫川村）」で示されている３つの自転車ネットワーク計画に加え、「白河市

自転車活用推進計画（白河市）」で新規に自転車ネットワーク計画が示されている。  

〇道路整備事業 

・県内外の物流・交流促進のため、ふくしま復興再生道路 8 路線、基幹的な道路 19（改

定前は 13） 路線、地域連携道路 26 （改定前は 19）路線を主として、道路整備事業を

加速的に進めている。  

〇自転車走行空間の整備形態の改定 

・自転車走行空間の整備形態は、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

（国土交通省）」の令和６年６月の改定）にあわせて、更新している。  

〇計画の目標と施策 

【目標１】『誰もが快適に自転車利用ができる良好な自転車走行環境づくり』 

＜主な施策：誰もが利用しやすい自転車走行空間の計画的な整備と適切な維持管理＞ 

・サイクリングモデルルートとして、従前の４ルートに加え、「ふくしま浜通りサイクル

ルート（新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野

町、いわき市）」が追加された。 

【目標２】『サイクルスポーツの振興や 自転車の日常利用による 県民の健康増進 』 

＜主な施策：サイクルスポーツの振興や自転車の日常利用による健康づくりの推進＞ 

【目標３】『サイクルツーリズム （自転車観光）推進 によるにぎわいのある観光地域づくり』 

＜主な施策：サイクルツーリズムを活用した観光・地域振興の促進＞ 

【目標４】『自転車利用に関する安全意識の向上による交通の安全・安心の確保 』 

＜主な施策：交通安全意識の向上に資する安全教育・広報啓発活動の推進＞ 
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②福島県広域サイクリングルート走行環境整備ガイドライン（令和７年３月） 

福島県では、「福島県自転車活用推進計画」の令和７年３月の改訂にあわせて「福島県

広域サイクリングルート走行環境整備ガイドライン」を策定している。内容は、前述し

た国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に準じて、福島県としての自

転車走行空間に関する標準的な整備の考え方を示すものである。「すべての人にとってわ

かりやすく、安全・安心な走行環境の整備」を基本理念としている。 

ここでは、その基本的な内容を示す。 

 

〇県内の自転車走行環境として整備を推進していく路線 

ガイドラインに基づき整備を推進していく路線として「福島県自転車活用推進計画」に

おける以下に対応する路線を対象としている。  

  ・自転車ネットワーク路線      ・広域サイクリングルート  

  ・大規模自転車道          ・サイクリングモデルルート  

  ・自転車指導啓発重点地区・路線  

 

〇基本的な考え方（自転車走行空間の整備方針） 

福島県広域サイクリングルートは、県内各地域でそれぞれ特徴的な文化や風土を持ち、

市街部、沿岸部、山間部等、様々な空間を有しているため、道路空間も様々である。ど

の道路空間でも自転車走行空間が確保され、適切に利用されるよう「路面表示」と「看

板」の整備について整理されている。  

 

〇路面標示の整備 

国のガイドラインに基づき、矢羽根型路面表示やピクトグラムを配置し、その設置基

準を示している。自転車の通行位置・方向を明示することで、自転車通行の安全性確保

と進行方向左側の車道を通行することの意識づけを図り、ドライバーに対しても自転車

への注意喚起を図るとしている。  

 

○看板（案内・注意喚起）の整備 

初めて訪れたサイクリストであっても、安全に安心

してサイクリングを楽しむことができるよう、コー

ス案内や注意喚起のための統一的な看板の整備や設

置基準について示されている。右図は事故を防ぐた

め、危険箇所に設置する自転車及び自動車利用者に

向けた注意喚起の看板である。  

 

○走行しやすい構造への対応 

自転車走行空間の安全性を確保するため、段差や溝の解消に努め、路面表示について

も、塗装厚による段差を少なくするとともに、滑りにくく、視認性の向上が図られるよ

う配慮することが望ましいとしている。  

 

○維持管理 

道路管理者は、右図の確認内容について、自転車

利用者の視点でチェックし、維持管理を行う。  

※出典：福島県広域サイクリングルート走行環境整備計画
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 ③福島県広域サイクリングルート走行環境整備計画（令和７年３月） 

福島県では、「福島県自転車活用推進計画」の令和７年３月の改訂にあわせて「福島県

広域サイクリングルート走行環境整備計画」を策定している。福島県広域サイクリング

ルートの走行環境整備を計画的に行うため、整備必要箇所、整備時期、必要予算につい

て整理している。県管理道路について定めたものであり、国・市町村道は、参考として

示されている。 

 

○整備計画の条件 

対象範囲は、既に自転車道が整備されている久慈川サイクリングロード、いわき七浜

海道、猪苗代湖周辺を除いた広域サイクリングルートとなっている。福島県浜通りでの

ナショナルサイクリングルート（ NCR ）指定に向けた動向を考慮し、相双地域及びいわ

き地域の一部区間は第０期に整備することとしている。 

整備計画（案）は、整備予算を考慮して、①７年間で全区間の整備を完了する案と、②

５年間で全区間の整備を完了する案の２案にて策定している。  

 

○県南地域の整備計画 

整備区間ごとの詳細は後述する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：福島県広域サイクリングルート走行環境整備計画 
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３.地域の概況             

（１）地域の人口 

１）４町村別人口（令和２年国勢調査） 

令和２年の国勢調査における４町村

合計の人口は、30,086人となっており、

特に棚倉町の人口が４割以上を占めて

いる。 

 

 

２）人口の推移 

東白川地方４町村

合計の人口の推移は、

右図の通りである。 

昭和60（1985）年を

ピークに総人口は減

少している一方、老年

人口は増加しており、

少子高齢化が進行し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年代別人口の推移 

※出典：ＲＥＳＡＳ 

■4 町村別人口・世帯数（令和２年度） 

自治体名 人口（人） 世帯数（世帯）

棚倉町 13,343 4,728

矢祭町 5,392 1,867

塙町 8,302 2,935

鮫川村 3,049 1,006

合計 30,086 10,536

年 総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口

1980（昭和55） 41,776 9,419 27,022 5,335

1985（昭和60） 42,017 9,379 26,632 6,006

1990（平成２） 41,347 8,824 25,478 7,040

1995（平成7） 40,656 7,717 24,304 8,635

2000（平成12） 39,336 6,546 23,146 9,644

2005（平成17） 37,476 5,558 21,729 10,188

2010（平成22） 35,283 4,781 20,318 10,184

2015（平成27） 32,979 4,059 18,407 10,451

2020（令和２） 30,086 3,411 15,764 10,801

■年代別人口・世帯数推移（人） 
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３）将来推計 

東白川地方４町村においては、それぞれの「人口ビジョン」及び「総合戦略」において

将来人口について推計を行っている。 

各町村とも、今後さらに人口減少が進むと推計している。 

  

■棚倉町の将来展望人口 

（第３期棚倉町まち・ひと・しごと総合戦略 令

和７年２月） 

 

 

 

 

 

 

■矢祭町の戦略人口 

（矢祭町人口ビジョン改訂版  

令和２年12月） 

 

 

 

 

 

 

 

■塙町の人口目標 

（塙町人口ビジョン及び 

地方版総合戦略 令和４年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

■鮫川村の独自推計の人口推移 

（鮫川村人口ビジョン・総合戦略 

改訂版 令和７年３月） 
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（２）道路整備の状況 

１）道路の整備状況 

①東白川地方の主要道路網と改良状況（道路改良率） 

東白川地方の主要道路網としては、福島

県の県南都市計画地域マスタープランに示

される「交通施設方針図」をベースに、４町

村間の連携や生活道路としての利用状況等

を踏まえると、下図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■東白川地方の主要道路網 

※出典：県南都市計画区域マスタープラン 

（平成 26 年） 

■東白川地方の交通施設方針図 
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○主要道路の道路改良率 

東白川地方４町村における道路の改良状況は、下表の通りである。 

棚倉町、矢祭町、塙町において、一般県道の改良率は２割から３割程度にとどまっており、

遅れている状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■道路改良状況            ※出典：福島県の建設概要道路編 令和６年４月 

市町村 道路名 実延長（m） 
幅員 5.5m 以上で 

改良済みの延長（m）※ 
改良率
（％） 

歩道等 
設置延長 

棚 倉 町 

国 道 18,286 18,286 100.0 14,374 

主 要 地 方 道 27,784 22,975 82.7 10,538 

一 般 県 道 31,126 6,855 22.0 2,873 

計 77,196 48,116 62.3 27,785 

矢 祭 町 

国 道 30,075 23,263 77.3 14,112 

主 要 地 方 道 0 0 0.0 0 

一 般 県 道 18,578 5,541 29.8 898 

計 48,653 28,804 59.2 15,010 

塙 町 

国 道 24,531 19,109 77.9 8,634 

主 要 地 方 道 22,710 15,640 68.9 4,039 

一 般 県 道 39,251 12,494 31.8 6,078 

計 86,492 47,243 54.6 18,751 

鮫 川 村 

国 道 36,792 27,625 75.1 8,933 

主 要 地 方 道 20,254 15,188 75.0 827 

一 般 県 道 14,104 7,443 52.8 876 

計 71,150 50,256 70.6 10,636 

※ 幅員 5.5ｍは、道路構造令によりセンターラインが設けられる幅員 
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（３）道路交通の状況 

１）道路交通量等の状況 

地域内の主要な道路の交通量等について、国土交通省が実施、公表している「令和３

年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査」の結果から下図に整理する。 

 

■東白川地方における主要道路の交通量等（令和３年度一般交通量調査結果） 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

路線名 (県)矢祭山八槻線

交通量（台/日） 4,657

旅行速度（km/ｈ） 49.2

路線名 (主)黒磯・棚倉線

交通量（台/日） 2,425

旅行速度（km/ｈ） 49.7

前回（H27）と比較して  

赤字：交通量が 5％以上増加  

青字：交通量が 5％以上減少  

黒字：交通量がほぼ変化なし  

黄色セル：新規路線  

 

路線名 (県)大津港線

交通量（台/日） 608

旅行速度（km/ｈ） 46.9

路線名 国道118号

交通量（台/日） 8,473

旅行速度（km/ｈ） 45.7

路線名 国道118号

交通量（台/日） 5,111

旅行速度（km/ｈ） 54.1

路線名 国道349号

交通量（台/日） 3,413

旅行速度（km/ｈ） 47.9

路線名 石井大子線

交通量（台/日） 702

旅行速度（km/ｈ） 47.2

路線名 (県)高萩塙線

交通量（台/日） 593

旅行速度（km/ｈ） 40.5

路線名 (県)高萩塙線

交通量（台/日） 76

旅行速度（km/ｈ） 36.1

路線名 国道349号

交通量（台/日） 536

旅行速度（km/ｈ） 59.1

路線名 国道349号

交通量（台/日） 536

旅行速度（km/ｈ） 59.1

路線名 国道289号

交通量（台/日） 811

旅行速度（km/ｈ） 45.1

路線名 国道349号

交通量（台/日） 542

旅行速度（km/ｈ） 41.2

路線名 (主)勿来浅川線

交通量（台/日） 461

旅行速度（km/ｈ） 39

路線名 (県)赤坂東野塙線

交通量（台/日） 909

旅行速度（km/ｈ） 46

路線名 (県)山本不動線

交通量（台/日） 1,587

旅行速度（km/ｈ） 33

路線名 国道118号

交通量（台/日） 12,246

旅行速度（km/ｈ） 42.8

路線名 (主)棚倉鮫川線

交通量（台/日） 1,027

旅行速度（km/ｈ） 50.2

路線名 (主)塙泉崎線

交通量（台/日） 800

旅行速度（km/ｈ） 52.6

路線名 国道118号

交通量（台/日） 6,797

旅行速度（km/ｈ） 52.1

路線名 国道289号

交通量（台/日） 6,455

旅行速度（km/ｈ） 49.4

：一般国道（直轄以外）  

：主要地方道（都道府県道・指定市道）  

：一般都道府県道  
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２）交通事故の状況 

東白川地方におけ

る令和６年度の交通

事故は、国道118号及

び、棚倉町の市街地で

発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■棚倉署管内（棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村）における交通事故の状況 

 

棚倉署管内において、令和６年に自転車

乗車中に死傷した人は５人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：福島県警察本部ホームページ 
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（４）サイクリングコース等の状況 

１）奥久慈街道 

東白川サイクリング推進会議の取組の一環として、東白川地方を周遊する全長75.2キ

ロメートルのサイクリングコースを「奥久慈街道」と名付け、設定している。国土交通省

が認定するモデルルートにも選ばれている。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典 奥久慈街道サイクリングロードマップ（おもて面） 
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２）４町村におけるサイクリングコース 

奥久慈街道のほか、棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村それぞれの域内を周遊するサイクリ

ングコースも設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典 奥久慈街道サイクリングロードマップ（うら面） 
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３）福島県におけるサイクリングルートの整備計画 

前述した「福島県広域サイクリングルート走行

環境整備計画（福島県道路整備課/令和７年３

月）」では、広域サイクリングルートの走行環境

整備を計画的に行うため、整備区間をⅠ～Ⅸで区

分した上で、整備時期と順序を右表のように７期

（７年）で行う案と、５期（５年）で行う案で整

理している。 

東白川郡内の路線区間については、以下の①～

⑤の優先順位で計画に位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典 福島県広域サイクリングルート走行環境整備計画 

①  区間Ⅰ 棚倉町中心部（2.9ｋｍ） ②区間Ⅲ 棚倉町～さつき公園（16.4ｋｍ） 

③ 区間Ⅳ 棚倉町～手･まめ･館（13.7km） 

⑤ 区間Ⅶ 湯遊ランドはなわ付近～矢祭
山駅（9.9km） 

④ 区間Ⅵ手･まめ･館～湯遊ランドはな
わ付近（28.2km） 
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４）休憩所等個別事業の実施状況 

福島県では、令和３

年度から令和７年度ま

でに従前の「東白川自

転車活用推進計画」に

関わるハード事業とし

て、右表に示す各事業

を実施している。 

この内、＜【棚倉町】

祖父岡休憩所リニューア

ル工事＞及び＜【矢祭

町】関岡休憩所リニュー

アル工事＞の実施状況を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■福島県における事業実績（令和３～７年度） 
 （「東白川地方自転車活用推進計画」に係るハード事業）  

 

※ハード事業の例：舗装打ち換え（国道・県道）、道路標識、矢羽根(やば

ね)標準型、矢羽根(やばね)コンパクト型、標識、休憩施設整備、その

他実施した事業 

事業実施年度
（R3～R7）

路河川名
事業実施
町村名

事業内容

令和３年 矢祭・棚倉自転車道線 塙町 舗装補修

国道３４９号 塙町 舗装補修

国道３４９号外 塙町 矢羽根型路面標示、区画線工

令和４年 棚倉鮫川線外 鮫川村 舗装補修

国道３４９号 塙町 大型標識修正（奥久慈街道標記）、矢羽根型路面標示

棚倉町・矢祭町 舗装補修

塙町 奥久慈街道標識設置

令和５年 棚倉鮫川線外 鮫川村 舗装補修

棚倉町・塙町
休憩施設リニューアル
【棚倉町】寺山休憩所、【塙町】塙休憩所

棚倉町 矢羽根型路面標示、小型標識板設置

令和６年 棚倉鮫川線 棚倉町 舗装補修

矢祭・棚倉自転車道線 棚倉町・矢祭町
休憩施設リニューアル
【棚倉町】祖父岡休憩所、【矢祭町】関岡休憩所、植田休憩所

令和７年 棚倉鮫川線 鮫川村 舗装補修

矢祭・棚倉自転車道線 矢祭町 トイレ・屋根改修（関岡休憩所）

矢祭・棚倉自転車道線

矢祭・棚倉自転車道線

至  棚倉  

至  水戸  

至  水戸  

至  水戸  

【施工前】  

【矢祭町】関岡休憩所リニューアル工事 
                （矢祭・棚倉自転車道線） 

【施工後】  

【施工後】  

【棚倉町】祖父岡休憩所リニューアル工事 
            （矢祭・棚倉自転車道線） 

【施工前】  

至  棚倉  
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（５）観光の状況 

１）東白川地方及び周辺の主な自治体における観光入込状況 

東白川地方の４町村及び周辺の主な自治体における令和６年の観光入込状況を下図に

示す。 

４町村の合計での観光入込客数は、約93万人にとどまっている。一方、周辺自治体で

は、那須塩原市で約771万人、いわき市で約707万人の入込客数がある。 

■４町村及び周辺自治体における観光入込客数（令和６年分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき市 
約 707 万人 

 

那須塩原市 
約 771 万人 

※出典 福島県分：福島県観光入込状況（令和６年分） 

    栃木県分：令和６年栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果 

    茨城県分：茨城の観光レクリエ－ション現況（令和６年観光客動態調査報告） 

 

矢祭町 

約 17 万人 

鮫川村 
約 3 万人 

 水戸市  

約 251 万人  

 須賀川市  

約 118 万人  

 白河市  

約 127 万人  

 
ひたちなか市  

約 458 万人  

 大洗町  

約 448 万人  

 

 

 

 

 

大子町 
約 95 万人 

常陸大宮市  

約 129 万人  

 日立市  

約 237 万人  

福島空港  

棚倉町 
約 43 万人 

茨城空港  

郡山市 
約 399 万人 

塙町 
約 30 万人 
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２）４町村全体の観光特性等 

○他府県在住者の滞留人口メッシュマップ（令和６年・すべての休日・すべての時間帯） 

東白川地方の４町村への来訪者が、どのエリアに滞留しているかを、公表されているデ

ータからメッシュマップを用いて確認した。 

具体的には、棚倉町では、体育館・ルネサンス棚倉周辺、南西部の商業施設周辺に、塙

町では道の駅はなわ周辺、矢祭町ではユーパル矢祭周辺、鮫川村ではさぎり荘周辺に滞留

が集中していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：RESAS 

塙町 

道の駅はなわ 
鮫川村 

湯の田温泉 
さぎり荘 

矢祭町 

ユーパル矢祭 

棚倉町 

ルネサンス 
棚倉 

商業施設 

棚倉町立総合
体育館 
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３）観光施設等における入込客数 

東白川地方における主要な観光施設としては、棚倉町の「みりょく満点物語」（ＪＡの

直売所）と、塙町の「道の駅はなわ」があり、両施設とも年間約20万人以上の入込客数が

ある。 

奥久慈の自然も年間約10万人以上の観光客を集めている。 

 令和５年から６年にかけての動向としては、鮫川村では全体的に増加している一方、棚

倉町、矢祭町、塙町では一部地点において減少している。 

 

■東白川地方における観光客入込状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ※出典：福島県観光客入込状況（令和６年分） 

   

■主要な観光施設・イベント等の位置 

 

 

 

山本不動尊  

ルネサンス棚倉  

滝川渓谷  

ユーパル矢祭  
湯遊ランドはなわ  

道の駅はなわ  

鹿角平観光牧場  

鮫川村 

棚倉町 

塙町 

矢祭町 

鮫川村農産物加工・直売

所  

みりょく満点物語  

令和 令和 
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４）主な観光施設の概要 

自転車で地域を回遊する場合において、その拠点になりうる主要な施設、具体的には道

の駅や日帰り温泉施設等について、その概要を示す。 

施設名 概要 

① 道の駅は

なわ 

・国道118号沿い。東北最南端の道の駅。 

・駐車場、トイレ、休憩スペース、レストラ

ン、コンビニ、農産物直売所などを有して

いる。 

●住所 

・塙町大字塙字桜木町388-1 

●施設規模 

・駐車場：普通車（87台）、大型車（８台）、 

障がい者専用（２台） 

② ルネサン

ス棚倉 

・スポーツ、温泉、体験学習などが楽しめ

る、リゾート型多目的宿泊施設。 

・天然芝グラウンド、人口芝グラウンド、室

内テニスコート、室内プール、トレーニン

グジム、クアハウス（大浴場）会議室を有

している。 

●住所 

・棚倉町大字関口字一本松43-1 

●施設規模 

・客室数：81室 

・客室定員：436名 

・駐車場：350台 

③ 東 館 温 泉

ユ ー パ ル

矢祭 

・宿泊施設であるが、日帰り温泉の他、

レストラン、ホール等を有している。

スポーツ施設『プール』や『テニスコ

ート』が隣接している。 

●住所 

・矢祭町大字東舘字蔵屋敷108-1 

●施設規模 

・客室数：26室 

・客室定員：110名 

④ 湯遊 ラン

ドはなわ 

・奥久慈清流の里にある温泉宿泊施設。

日帰り温浴も可能。  

・敷地内には岩盤浴、酸素カプセル、キ

ャンプ施設やダリア園を有する。  

●住所  

・塙町大字湯岐字立石21 

●施設規模  

・客室数：29室  

・客室定員：96名  
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施設名 概要 

⑤ あ ぶ く ま

高 原 美 術

館 （ 塙 町

立） 

 

・廃校となった塙町立那倉小学校

を改築し、平成16年４月に開館。 

・塙町出身の画伯、杉三郎氏と書

家、鈴木清水氏の作品を常設展

示している。 

●住所 

・塙町大字那倉字吉元86-2 

⑥ 手・まめ・

館 

・鮫川村産大豆を使った「味噌」「豆腐」

「きな粉」など加工品の製造・販売所 

・直売所、地元食材を使った食堂を有す

る。 

●住所 

・福島県東白川郡鮫川村赤坂中野巡ヶ

作116 

●施設規模 

・駐車場：自家用車：13台・大型バス：１台 

⑦ 鹿 角 平 観

光牧場（キ

ャンプ場） 

・キャンプ場やバンガロー、コテ

ージ、バーベキューハウス、天

文台等が整備されている。 

・ふくしま緑の百景に指定されている。 

●住所 

・鮫川村大字青生野世々麦343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 湯 の 田 温

泉 さ ぎ り

荘 

 

 

 

・日帰りの温泉施設。  

・鮫川バイオマスヴィレッジ構

想に基づいた、村内の間伐材や

残材などを燃料に国内初と言

われる小型薪焚き温水器を使

用。環境共生型施設。  

●住所 

・鮫川村大字赤坂東野広畑地199-2 

●施設規模 

・客室：大広間、個室（５部屋）・駐車場：40台  
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５）４町村の観光マップ等 

４町村では、多様な観光マップや観光パンフレットを作成している。ここでは、その

一部を紹介する。各町村に多様な観光施設、観光スポットがあり、サイクルツーリズム

の貴重な資源と言える。 

■棚倉町 観光マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■塙町 観光パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■矢祭町 観光マップ 
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■矢祭町 観光マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鮫川村 観光マップ 
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（６）東白川地方における自転車に関わる状況 

１）住民の自転車利用状況 

各町村の地域住民における通勤・通学時の利用交通手段としては、全般的に自家用車

が８割以上を占め、自転車の利用率は数％にとどまっている。 

具体的は、棚倉町では1.7％（前回より1.3ポイント減）、矢祭町では1.0％（同1ポイン

ト減）、塙町では2.1％（前回とほぼ変わらず）、鮫川村で0.8％（前回より微減）となっ

ている。４町村全体では、1.6％となっている。 

福島県全体での自転車利用率は5.7％（前回より2.3％減）であり、地域住民における

自転車利用率は、かなり低い値と言える。 
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２）東白川地方におけるサイクルツーリズムの状況 

東白川地方では、山野でチェックポイントを制限時間内に走り点数を競うサイクルロ

ゲイニング、旅先で近郊を走り観光施設をまわるポタリングなどの各種イベントが実施

されるなど、サイクルツーリズムの取組が展開されている。 

令和６～７年度にかけては、下表のように、東白川地方でも県内外からの観光客誘致の

ため、様々なサイクルイベントが展開されている。次項に令和６年度に実施された「奥久

慈街道グランフォンド2024」及び「サイクルロゲイニングin奥久慈」のイベント概要を示

す。 

 

イベント名 日程 主催 

久慈川サイクリング 令和６年７月21日 
塙町サイクルツーリズム推進
協議会 

奥久慈街道グランフォンド 令和６年９月29日 東白川サイクリング推進会議 

サイクルバス＆トレインで行く久慈川サ
イクリングツアー 令和６年10月27日 東白川サイクリング推進会議 

サイクルロゲイニングin奥久慈 
令和６年10月27日 

～12月８日 
東白川サイクリング推進会議 

ポタリングはなわ 令和６年11月10日 
塙町サイクルツーリズム推進
協議会 

奥久慈街道ファンランド（水郡線90周年イ
ベント同時開催） 令和６年12月１日 東白川サイクリング推進会議 

水郡線で行こう！久慈川サイクリング！
ツアー 令和７年４月６日 東白川サイクリング推進会議 

サイクルロゲイニングFKS2IBR（福島空港
～茨城空港） 

令和７年７月26日 
～10月26日 

東白川サイクリング推進会議 

第2回 グランフォンド奥久慈街道2025 令和７年９月28日  東白川サイクリング推進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポタリングはなわ 

（福島県観光復興推進委員会ホームページ） 

久慈川サイクリング（福島県ホームページ） 
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○個別イベントの概要と参加者の特徴等 

①奥久慈街道グランフォンド2024 

・実施主体：東白川サイクリング推進会議 

・イベント形式：ロングライド 

・開催日時：令和６年９月29日（日） 

・参加方式：一般公募 

 

＜結果＞ 

・参加人数：115人（目標：100人） 

・事後アンケートでは95％が「奥久慈街道グラ

ンフォンドは面白かった」と回答。その理由

として「交通量の少なさ」続いて「道路の整

備状態の良さ」「平坦と山坂の両方があると

ころ」と続いている。 

・一方で足りない部分は「トイレの数」「目印

や標識、矢羽根の少なさ」「イベント後の食事

の場所が少ない」「自販機の少なさ・補給ポイ

ントの少なさ」が挙げられている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：奥久慈街道サイクリング企画運営業務委託完了報告書より抜粋  

アンケート結果から、参加者は「奥久慈近

隣エリアから常磐線沿線に在住の 50 代男

性」「自転車を２台以上持ち」「1 か月に２

回以上はサイクリングし、1 回あたり 100km

〜200km 前後を走る中上級者」「年間 4.5 回

はイベント参加や宿泊を伴うサイクリング

をする」ことがうかがわれる。 
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②サイクルロゲイニングin奥久慈 

・実施主体：東白川サイクリング推進会議 

・イベント形式：長期開催型サイクルロゲイニング 

・開催日時：令和６年10月27日（日）～12月８日（日） 

・参加方式：スマホアプリのダウンロードにて参加 

・実施形式： 

アプリを利用してスポットを周遊し、スポットごとに

固有に配点された到達ポイントの合計で順位を決め

る形式。参加者も自身の都合のいいタイミングで走る

ことができる。 

・実施エリア： 

水郡線サイクルトレイン走行エリア及び隣接エリア

（棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村、いわき市、石川町、

浅川町、玉川村、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、

大子町） 

＜結果＞ 

・エントリー総数： 

121人（アプリ内で大会エントリーをした人数） 

・参加人数：43人 

・累計訪問数：1,169か所 

・すべてのスポットを獲得したコンプリート達成者：

３名 

＜傾向・考察＞ 

・到達シェアの割合が高いのは、矢祭町、塙町、棚倉町。

久慈川サイクリングロード沿いのスポットが多かっ

た。 

・走りやすくサイクリストが参加しやすい東白川エリ

アと、満足度が高くマネタイズが可能なスポットが揃

う石川郡、いわき市、茨城県北部という関係性にある

ことが想定される。 

・上記地域は水郡線サイクルトレインでつながってお

り（いわき市を除く）、その拡充はもちろん常磐線や磐

越東線などでのサイクルトレインの実施や、空港・フ

ェリー港をつなぐなどで新たな需要喚起も可能と思

われる。 

 

 

 

 

 

※出典：令和６年度「サイクルロゲイニングin奥久慈」企画運営業務委託実施レポート 
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（７）広域連携及び周辺地域における自転車に関わる動向 

１）広域連携に向けた取組みの状況 

東白川サイクリング推進会議では、自転車活用推進によるまちづくりと、サイクルツ

ーリズムによる関係人口の創出を進めている。構成する福島県東白川郡の４町村（棚倉

町・塙町・矢祭町・鮫川村）のみならず、近隣市町村との広域連携に向けた取組を進め

ている。具体的には、以下に示すサイクルロゲイニング等のイベント等を実施してい

る。 

〇イベント「サイクルロゲイニングＦＫ２ＩＢＲ」 

・実施主体：東白川サイクリング推進会議 

・イベント形式：長期開催型サイクルロゲイニング 

・開催日時：令和７年７月 26 日（土）〜10 月 26 日（日） 

・参加方式：スマホアプリのダウンロードにて参加 

・実施形式： 

エリア内の市町村の協力を得て選定された観光スポッ

ト、グルメスポットを自転車で巡りポイントを集める

デジタルスタンプラリー 

・実施エリア 

福島空港から茨城空港にかけての 19 市町村（下図の

赤線で囲まれたエリア） 

福島県：棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村（以上青

枠）玉川村、石川町、浅川町 

茨城県：大子町、常陸大宮市、常陸太田市、

日立市、城里町、那珂市、ひたちなか市、東

海村、水戸市、大洗町、茨城町、小美玉市 

＜結果＞ 

・参加人数：116 人（うちポイント獲得者数 43 人） 

・ボーナススポット獲得者数：のべ 378 人 

＜傾向・考察＞ 

・参加者の多くがイベントを「面白かった」と評

価している。一方で運営や設計面において指摘

された課題もあり、次回企画にて改善が必要で

ある。 

・ポイント取得率から、サイクリストに人気上位

のスポットは茨城県の海岸沿いに集中してい

た。  

・サイクルトレイン常設の水郡線がありサイクリ

ングロードが整備されつつある久慈川サイクリ

ングルートの整備とＰＲ活動を重ねることで、

海岸沿いから内陸部のエリアへ、サイクリスト

を取り込める可能性がある。 

・エリア全体での目玉になるようなサイクリング資

源（＝観光資源）の創出・発掘が急務である。 

※出典：サイクルロゲイニングＦＫ２ＩＢＲ完了レポート  

■福島空港と茨城空港を結ぶ東白川周辺エリア 

IBR（茨城空港）  

FKS（福島空港）  

玉川村  

石川町  

浅川町  

大子町  

常陸太田市  

常陸大宮市  日立市  

城里町  那珂市  

水戸市  

東海村  

ひたちなか市  

茨城町  

小美玉市  

大洗町  

棚倉町  鮫川村  

矢祭町  

塙町  
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２）対象自治体における自転車活用推進計画及びネットワーク計画の策定状況 

前項で示した福島空港から茨城空港にかけての 19 市町の内、東白川地方の４町村を除

く 15 市町村について、自転車活用推進計画及びネットワーク計画の策定状況を確認し、

下表に整理した。 

自転車活用推進計画にネットワーク計画を含むものは、その旨を記載している。 

 

■各自治体の自転車活用推進計画及びネットワーク計画の策定状況 

対象自治体名 自転車活用推進

計画 

計画期間 

（年度） 

自転車ネット

ワーク計画 

計画期間 

（年度） 

福島県自治体 

（３自治体） 

石川町 未策定 － 未策定 － 

浅川町 未策定 － 未策定 － 

玉川村 未策定 － 未策定 － 

茨城県自治体 

（12 自治体） 

大子町 未策定 － 未策定 － 

常陸大宮市 未策定 － 未策定 － 

常陸大田市 未策定 － 未策定 － 

日立市 未策定 － 未策定 － 

城里町 未策定 － 未策定 － 

那珂市 策定済み 令和２～令和 11 

（2020～2029） 

自転車活用推進計

画内に含む 

「奥久慈里山ヒル

クライムルート」

との連携に考慮 

令和２～令和 11 

（2020～2029） 

ひたちなか市 未策定 － 未策定  

東海村 未策定 － 未策定  

水戸市 策定済み 令和３～令和７ 

（2021～2025） 

自転車活用推進計

画内に含む 

令和３～令和７ 

（2021～2025） 

大洗町 未策定 － 未策定  

茨城町 策定済み 令和３～令和 12 

（2021～2030） 

自転車活用推進計

画内に含む 

令和３～令和 12 

（2021～2030） 

小美玉市 未策定 － 未策定  

※出典：各自治体のホームページから確認 
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４．従前計画の推進状況・評価等                     

（１）４自治体の関係者の現況認識・評価 

東白川地方自転車活用推進計画」の改定に向けて、従前計画に基づく取組み状況、評

価、現在の時点利用に関する現況の認識や課題、今後の課題等について、４町村の関係

各課を対象にヒアリングを行った。以下にその概要を示す。 

 

項目 現況認識・評価 

①従前計画に基

づく取組み状

況 

・福島県の協力もあり、道路整備は順調に進んでいる。 

・イベント等によるＰＲ施策により、奥久慈街道の認知度はあがってい

る。 

②道路の自転車

走行環境 

・奥久慈街道山間部で矢羽根の路面標示の間隔が大きく、サイクリング

コースとして分かりにくい。 

・下り坂や交差点等で、自転車にとって危険な箇所がある。注意喚起の

案内板等での対策が考えられる。 

・鮫川村の観光牧場周辺等、自転車走行が危険で、道路整備が必要な箇

所がある。 

③サイクリスト

の受入環境 

・休憩施設やサイクルステーション等の環境整備が必要。 

・サイクリストに優しい宿の設置基準等を設け、一層のＰＲを行うこと

が考えられる。 

・整備された休憩所はあるが、観光案内板がない。自動販売機が少な

い。 

・施設でのサイクルラックの整備などに補助金が利用できないか。 

・矢祭町の昆虫館のリニューアル等、新たな立ち寄りスポットもできて

おり、案内板等に反映できるとよい。 

・サイクリングロードから各市町の観光スポットへの案内板がなく、ア

プローチできていない。 

・サイクリストに向けたカフェ・レストランや温泉などの立ち寄りスポ

ットの案内、施設と連携したＰＲが有効。 

・山間部等で電波が通じないエリアが多く、緊急時の連絡手段が確保さ

れていない。 

④サイクルツー

リズム 

●サイクルツーリズムの推進状況 

・これまでの取組み等により、域内でのサイクリストは増えた。 

・イベント時のアンケート調査から、サイクリストの８割は茨城県や首

都圏からの来訪者であり、北側からの来訪者はいない。 

・広域から自転車でのサイクリングと、レンタサイクル等による街中で

のサイクリングは分けて考えるべき。 

●飲食・宿泊施設等との連携 

・地域での飲食や宿泊など、経済的な効果につながっている印象は無

い。域内の施設側のＰＲが足りない可能性がある。 

・地域独自の飲食メニュー、特にサイクリストのニーズがあるソフトク

リーム等の開発も考えるとよい。 
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項目 現況の評価・今後の意向等 

④サイクルツー

リズム 

●レンタサイクル関係 

・レンタサイクルが活用されていない。鉄道での来訪者に向けた短時間

での周遊等、ＰＲは課題。 

・ユーパル矢祭等レンタサイクルステーションまでのアクセス手段が課

題 

・レンタサイクルステーションの管理者の高齢化等、体制は課題。 

●イベント関係 

・観光部局等のイベント等との連携は考えられる。婚活イベントでのタ

ンデム自転車の利用等も考えられる。 

●広域連携・周辺地域との連携 

・サイクルツーリズムの推進には広域連携が重要。久慈川サイクリング

ロードの南側、茨城側との連携が効果的。 

・八溝山へのルートは、未舗装道路が多いが、グラベルヒルクライムの

可能性はある。給水ポイントやトイレ等の環境整備は課題。 

⑤ 住民の自転

車利用 

・山間部住民の移動手段は自動車であり、自転車には乗らない。 

・免許返納後の高齢者の交通手段の確保は課題であり、維持費の安い電

動アシスト自転車は、その代替になりうる。利用促進、啓発が必要。 

・高齢者で、農作業等のために軽トラックを日常利用している人も多い

が、荷台付電動アシスト三輪自転車は有効かもしれない。 

・外国人居住者に向けた自転車利用のルール、マナーの周知が必要。自

転車青切符制度の周知も必要。 

⑥取組の推進体

制  

・行政の担当者は異動があるため、取組の継続には、スポーツコミッシ

ョンやＤＭＯ等の組織があった方が良い。 
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（２）従前計画の進捗状況と課題の整理 

これまでの東白川地方における自転車に関する状況や各町村のヒアリング結果等を踏ま

え、従前の自転車活用推進計画の５つの目標における主な進捗と課題を以下に整理する。  

従前計画の目的 進捗の評価 課題 

目標１ 

地域の実情を踏

まえた、安全で

快適な自転車の

走行環境、利用

環境の充実 

・従前の「東白川自転車ネット

ワーク計画」が策定され、同

計画に基づき着実に走行環境

の整備が進捗している。 

・休憩所やトイレ等の整備も新

設された。サイクリストから

も、走行環境についての評価

は高い。 

・一部の地域では、安全性が危惧され

る地点や、自転車空間の確保ができ

ていない箇所の指摘もある。 

・立ち寄り施設の整備等にあわせたネ

ットワーク計画、整備プログラムの

見直しは課題。 

・立ち寄り施設における駐輪施設の充

実も課題。 

目標２ 

自転車の利便性

の向上に向け

た、鉄道やバス

等の公共交通と

の連携強化 

・複数のイベントにて、定期的

にＪＲ水郡線のサイクルトレ

インとの連携を実施してい

る。駅を拠点としたサイクリ

ングを楽しめる環境整備が進

んでいる。 

・サイクルトレインはイベント的に行

われたものであり、恒常的な連携と

言える状況ではない。 

・今後もサイクルトレイン利用による

地域でのサイクリングのサポート体

制の強化等は課題。 

目標３ 

利用特性を踏ま

えた、自転車の

安全利用の促進 

・住民に向けた安全利用に関す

る具体的な取組みは遅れてい

る状況であるが、本地域にお

ける自転車事故は、都市部に

比較すると少ない。 

・令和８年度からの青切符導入によ

り、自転車関連事故やトラブルが増

える可能性がある。 

・外国人居住者等へのルール・マナー

の周知は課題。 

目標４ 

自然豊かな景観

資源やイベント

実績等を活用し

たサイクルツー

リズムの推進 

・スマートフォンの専用アプリ

を活用した、福島空港〜茨城

空港間の広域連携によるサイ

クリングイベント等の取組が

進められている。 

・上記のようなイベントにあわ

せたＰＲやモデルルートの設

定等により、プロモーション

も積極的に行われている。 

・立ち寄りスポットでのサイクルラッ

クや宿泊施設の整備、携帯電話の不

通エリアの解消等、サイクリストの

受入環境の改善は課題。 

・サイクリングルートにおける観光施

設、飲食店等の周辺施設への案内板

等、情報発信は不足。 

・インバウンドも含めたサイクリスト

の誘致に向けては、サイクリングル

ートの広域化も検討課題。 

・連携の広域化の推進にあたっては、

そのための組織体制の構築が重要と

なる。 

目標５ 

サイクルスポー

ツの振興と健康

づくりの推進 

・サイクルスポーツのイベント

等が、サイクルツーリズムの

一環として継続的に実施され

ている。 

 

・サイクルスポーツイベントの継続、

ＰＲは課題。 

・住民の高齢化の進行を見据えた、住

民の健康づくりに向けた利用促進は

課題。早期の啓発活動が必須であ

る。 
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５．自転車活用に向けた課題             

これまでに確認した国や福島県における取組の方向性、東白川地方における自転車利用

に関する現況、自治体関係者の意向等を踏まえて、今後の自転車活用に向けた課題を以下

に整理する。  

 

取組の観点 今後の課題 

①自転車の走

行環境・利

用環境 

・地域内における新たな立ち寄りスポットの整備や自転車に関わる広域連

携の取組等もある。これらを踏まえた自転車ネットワーク計画の更新は

課題である。 

・道路整備は進んでいるがなお、危険個所等の指摘がある。道路の整備状

況や利用状況等を踏まえたさらなる走行環境の改善は課題となる。 

・地域を通過するサイクリストは増加していると思われる一方、立ち寄り

等は少ない。飲食店等への案内板等の環境整備が必要と言える。 

・山間部では、携帯電話の通信環境が悪く繋がらない区間もある。安心し

て走行してもらうためには、通信環境の改善も課題と言える。 

・立ち寄り施設でのサイクルラック等の駐輪施設整備の促進等も課題。 

②自転車利用

の安全・安

心 

・自転車青切符制度が導入されることで、混乱、トラブルが予想される。

地域住民に向けた青切符制度の周知は課題となる。 

・地域では、自転車文化の異なる外国人居住者もあり、日本における自転

車のルール・マナーを理解してもらう必要がある。外国人居住者に向け

ての自転車利用のルールの周知、意識の醸成等も課題となる。 

③地域の移動

環境の形成 

・駅等におけるレンタサイクルの導入は進んでいるものの利用は限定的で

ある。利用者の増加に向けては、シェアサイクル化等による利便性の向

上等は課題である。 

・サイクルトレインイベント等、鉄道との連携は一定程度進んでいるが、

サイクルトレインの恒常化等も検討課題と言える。 

④自転車利用

の促進によ

る健康長

寿・脱炭素 

・地域における自転車利用率は低く、自動車利用からの自転車利用への転

換促進に向けて、インセンティブ施策は検討課題と言える。 

・特に高齢者の自動車免許の返納の促進にあわせて、電動アシスト自転車

をはじめとした、自動車の代替になりうる電動アシスト自転車等多様な

自転車のＰＲ、利用促進が課題となる。 

⑤サイクルツ

ーリズム等

の推進・地

域の活性化 

・サイクルツーリズムの推進に向けては、首都圏住民やインバウンドがタ

ーゲットとして想定される。地域の場所的な特性を生かした福島空港と

茨城空港を結ぶエリアでの広域連携による取組の具体化が課題となる。

具体的には、両空港を結ぶサイクリングルートの設定、これに基づく施

策の具体化は課題と言える。 

・上記の検討、実現に向けては、官民の多様な関係者の協力体制が必要で

あり、本地域内においても関係機関の連携の強化、東白川地方における

持続可能な推進母体の設立が課題となる。 
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６．計画の目標                          

（１）計画における施策の基本的な考え方 

東白川地方における自転車活用の推進に向けては、従前の「東白川地方自転車活用計画」か

らの継続性を前提に、国において検討中の「第３次自転車活用推進計画」を踏まえて、「第２

次東白川地方自転車活用計画」の目標を以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「東白川地方自転車活用計画（令和２年３月）」の目標 

 

暮らしの中の交通手段

としての自転車活用 

基本的な観点 

 

環境にやさしい交通手段

として、自転車利用環境

の充実強化 

計画の目的 

目標１ 走行・利用環境の充実 

目標 2 公共交通との連携 

目標 3 自転車の安全利用の促進 

 

東白川地方の魅力向上

のための自転車活用 

サイクリングルートの環

境整備・受け入れ環境の整

備などによる東白川地方

の魅力の発信と賑わいの

創出 

目標４  地域資源を活用したサイクル

ツーリズムの推進 

目標５  サイクルスポーツの振興と健

康づくりの推進 

国の「第３次自転車活用推進計画」の目標 

【目標１】安全で快適な走行環境等の整備による良好な自転車

利用環境の実現  

【目標２】自転車事故のない安全で安心な社会の実現  

【目標３】自転車交通の役割拡大による良好な地域の移動環境

の形成 

【目標４】自転車利用の促進による活力ある健康長寿社会や脱

炭素社会の実現  

【目標５】サイクルツーリズム等の推進による観光地域づくり

や地域の活性化  

「第２次東白川地方自転車活用計画」の目標 

 

 

 

 

 

 

 

【目標１】地域外からのサイクリストにも地域住民にも優しい走行環
境・利用環境の実現 

【目標 2】高齢化・国際化が進む東白川地方の地域の実情にあった安全
で安心な自転車利用の促進 

【目標 3】自転車の利用サービスや自転車と公共交通との連携による地
域内外での移動環境の形成 

【目標 4】自動車利用から自転車の利用への転換を促進し、高齢者でも
快適に自転車を楽しめる健康長寿で脱炭素の地域社会の実現 

【目標 5】奥久慈街道を中心とする地域の資源を活かしたサイクルツー
リズムの推進による地域の活性化 
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（２）計画の目標 

【目標１】地域外からのサイクリストにも地域住民にも優しい走行環境・利用環境の実現 

・増えつつある地域外からのサイクリストや地域住民の走行ルートの状況や意向等を踏

まえ、自転車ネットワークの拡充を図るとともに、その走行環境の改善を図る。 

・あわせて、ネットワーク上における情報提供や駐輪環境等、ネットワーク道路の利用環

境の向上に向けた取組みを推進する。 

 

【目標２】高齢化・国際化が進む東白川地方の地域の実情にあった安全で安心な自転車利
用の促進 

・道路交通法の改正など変わりゆく自転車利用ルールやマナー等の状況も踏まえつつ、高

齢者や外国人居住者等全ての地域住民に向けた、自転車利用のルールやマナーの周知を

図り、安全・安心な自転車利用に向けて意識の醸成を図る。  

 

【目標３】自転車の利用サービスや自転車と公共交通との連携による地域内外での移動

環境の形成 

・地域住民にも観光客等の来訪者にとっても利用しやすい地域内外での移動環境を形成

する。レンタサイクルなど自転車利用サービスの提供・利便性の向上や自転車と鉄道や

バス等の公共交通との連携の強化等を図る。 

 

【目標４】自動車利用から自転車の利用への転換を促進し、高齢者でも快適に自転車を楽
しめる健康長寿で脱炭素の地域社会の実現 

・自動車の利用者の多い地域特性を踏まえつつ、自動車免許返納後の移動の代替手段にな

りうる高機能の電動アシスト自転車等を紹介し、利用の転換を促進し、高齢者でも快適

に自転車を利用できる健康長寿社会の実現に向けた取組みを推進する。  

 

【目標５】奥久慈街道や久慈川サイクリングロードを中心とする地域の資源を活かした
サイクルツーリズムの推進による地域の活性化 

・増えつつあるサイクリストの特性を踏まえ、首都圏住民やインバウンド等のターゲット

を明確にしたサイクルツーリズムの展開を進める。  

・特にインバウンドの誘客に向けては、地域におけるその玄関口となる福島空港と茨城空

港間のエリアにおける広域連携によるプロモーション等の取組みを推進する。 

・このためには、当該エリアの関係者の連携が重要であり、その推進母体となる組織の設

立を目指す。 
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７．実施すべき施策等の体系                         

（１）実施すべき施策 

５つの目標の達成に向けて、推進する施策や必要な措置・取組みについて、下表に示す。 

 ※赤字は、主要施策として次項にその概要（イメージ）を示す。 

目標 施策 必要な措置（考えられる取組み等） 検討・実施主体 

【目標１】 

地域外からのサイクリス
トにも地域住民にも優し
い走行環境・利用環境の
実現 
 
 

施策１ 

自転車ネットワークの拡充 

（道路空間） 

〇自転車ネットワーク計画の更新・改訂 

・道路整備状況や利用状況を踏まえた、段階的な整備方針、整備路線の再設定  

・協議会 

〇奥久慈街道等ネットワーク道路における走行環境の整備・管理 

・安全な走行環境の実現に向けた整備、維持管理（矢羽根の充実等） 

・道路管理者 

〇ネットワーク道路における利用環境の充実 

・休憩施設での案内板や自動販売機等、利用環境の充実  

・道路管理者・協議会・各自治体 

施策２ 

ネットワーク道路周辺における

通信環境の改善 

〇ネットワーク道路区間における通信環境の確保 

・携帯電話キャリア会社との連携やWi-Fi設備等の整備等による、走行中の緊急時にも対応できる通信

環境の確保 

・携帯電話キャリア会社・協議会・

各自治体 

施策３ 

沿道施設における駐輪施設の整

備等の促進 

〇沿道の立ち寄り施設等でのサイクルラック等の設置の促進 

・沿道の飲食店等における店頭のサイクルラックの設置の促進に向けた助成制度の検討や関連情報の

提供 

・協議会 

・各自治体 

【目標２】 

高齢化・国際化が進む東白
川地方の地域の実情にあ
った安全で安心な自転車
利用の促進 

施策４ 

自転車の利用ルール・マナーの周

知の推進（青切符制度等） 

〇学校や町会等と連携した講習会等の開催 

・地域の小中学校や町会と連携し、小中学生や高齢者等多くの地域住民を対象に自転車利用に関するル

ールやマナー、特に青切符制度についての講習会を実施  

・学校 

・警察 

・交通安全協会 等 

施策５ 

外国人居住者に向けた自転車利

用ルール・マナーの推進 

〇地域の外国人労働者雇用企業と連携した講習会等の開催 

・エリア内の外国人労働者雇用企業と連携し、外国人を対象に、自転車利用に関するルールやマナー、

特に青切符制度についての講習会を実施 

・警察 

・交通安全協会 等 

【目標３】 

自転車の利用サービスや
自転車と公共交通との連
携による地域内外での移
動環境の形成 

施策６ 

レンタサイクルシステムの利便

性の向上 

〇レンタサイクルの拡充及び利用システムの改善 

・レンタサイクルの拡充（台数の増設や車種の多様化）  

・エリア内でのシェアサイクル化等による利便性の向上に向けた検討 

・観光協会等 

・協議会 

施策７ 

サイクルトレイン等鉄道やバス

と自転車の連携施策の強化 

〇サイクルトレインイベントの継続と恒常化 

・これまでに行ったサイクルトレインイベントを継続し、定期的な開催を目指すとともに、地域住民に

よるサイクルトレインの日常利用の可能性を検討  

・交通事業者 

・協議会 

【目標４】 

自動車利用から自転車の
利用への転換を促進し、高
齢者でも快適に自転車を
楽しめる健康長寿で脱炭
素の地域社会の実現 

施策８ 

電動アシスト付き自転車の利用

促進 

〇地域住民に向けた電動アシスト自転車等の紹介イベント等の検討 

・気軽に利用できる電動アシスト自転車の紹介イベント等により、自動車から自転車利用への転換を

促進 

・自転車メーカー 

・各自治体 

施策９ 

荷台付き電動アシスト自転車の

利用等の検討 

〇荷台付き電動アシスト三輪自転車の紹介等による自動車免許の返納の促進 

・自動車免許返納を検討する高齢者等を対象に、免許返納後の移動手段になりうる荷台付き電動アシス

ト自転車の紹介、助成制度の検討 

・自転車メーカー 

・各自治体 

【目標５】 

奥久慈街道を中心とする
地域の資源を活かしたサ
イクルツーリズムの推進
による地域の活性化 
 

施策10 

サイクリングエリアとしてのブ

ランディングやプロモーション

展開 

〇自転車イベントの継続・拡充による情報発信・プロモーション展開 

・これまでに実施している各種イベントを継続、拡充し、あわせて情報発信・プロモーションにより「自

転車の地域」としての知名度を向上 

・協議会 

・各自治体 

施策11 

広域連携による広域のサイクリ

ングロードの設定と広域連携の

体制の構築 

〇福島空港と茨城空港を結ぶサイクリングロードの検討・設定 

・地域の豊富な地域資源を結びサイクリングルートとして、地域の玄関口である福島空港から茨城空港

を結ぶ広域サイクリングロードを検討・設定 

・広域イベント等を通じて連携関係を醸成し、体制を構築   

・協議会＋各自治体＋エリアの関

連自治体 

・エリア内の自転車関連団体 

〇上記のための広域連携協議会等の設立・活動 

・周辺エリアの自治体や関係機関に呼びかけ、協議会を設立し、連携体制を構築し、各種の検討、

調査、議論、活動を実施 

・協議会＋各自治体＋エリアの関

連自治体 

・エリア内の自転車関連団体 

施策12 

サイクルツーリズムの推進母体

の設立 

〇サイクルツーリズム施策の展開に向けた東白川地方での推進母体の設立 

・今後のサイクルツーリズムの持続的な展開、強化に向けて、その実施主体になる母体組織（地域

連携によるスポーツコミッション等）を設立 

・協議会 

・各自治体 
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（２）主要施策の概要 

前項で示した各種施策の内、主要施策について、その概要を示す。 

 

施策１ 自転車ネットワークの拡充 

 令和３年３月に策定された「東白川地方自転車ネットワーク計画」では、段階的な

自転車ネットワークの整備イメージが示されており、現在は、短期整備期間が終わり

今年度から中期の整備段階となっている。 

 久慈川サイクリングロード等をはじめてとして、基本的には順調に整備が進んでい

るものの、奥久慈街道の山間部等では、矢羽根の路面標示の間隔が長く、計画してい

たブルーラインの整備はなされていない状況である。 

また、計画にもとづく各種施策の推進により、サイクリストの走行は増加している

と思われることから、サイクリストの意向を踏まえつつ、ネットワークの拡充に向け

た「ネットワーク計画」の改定・見直しを実施する。 

 具体的には、以下の観点からの見直しを想定する。 

〇計画路線の整備状況の調査・把握（データ及び現地踏査） 

  ※計画より整備が遅れている路線等の把握 

〇新たな立ち寄りスポット等の調査・把握（データ及び現地踏査） 

〇拠点施設の関係者や地域住民等の意向 

〇サイクリストの走行ルートの傾向やニーズ 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■東白川地方自転車ネットワーク計画（令和３年３月） 

〇短期整備計画（令和３～令和６年度）    〇段階的整備イメージ 
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施策11 広域連携による広域のサイクリングロードの設定と広域連携の体制の構築  

サイクルツーリズムを通じて地域振興を図り、関係人口を創出するためには、経済効果

や認知度の向上において目に見える形で具現化する必要性がある。従前計画の策定後のこ

れまでの取組により、久慈川サイクリングロードの整備完了、サイクリングイベントでの

一定の成果を積み上げられた現在において、今後、さらなるサイクルツーリズムの展開に

向けて、インバウンドの誘引が必要になる時期に来ていると言える。 

インバウンドの誘引に向けては、東白川地方だけではなく、広域エリアでの連携が有効

である。具体的には、広域エリアでのインバウンドの玄関口である福島空港と茨城空港を

結ぶエリアが想定される。具体的には、福島県東白川郡の４町村に加えて、その北側に位

置する福島県石川郡の３町村、南側に位置する茨城県北部４市町、茨城県中央部 8 市町村

を 1 つのエリアとして、広域でのサイクリングロードの設定に向けた取組を推進する。 

この広域ルートは、県境を越えた一体的な走行環境を整備することで、広域周遊の利便

性を高め、国内外における地域の存在感と知名度の向上が期待される。 

 

〇広域サイクリングロードの設定に向けた考え方 

・考えられる広域サイクリングロードとし

ては、広域圏内の既存の国交省認定のサ

イクリングモデルルート「奥久慈街道」

「奥久慈里山ヒルクライムルート」「大

洗・ひたち海浜シーサイドルート」をつ

なぐのが基本形となる。 

・奥久慈街道から福島空港までの石川郡内

はサイクリングルートの新設が必要であ

る。 

・茨城県大子町と福島県矢祭町間にもネッ

トワークルートの新設が必要である。 

・北端、南端の終点はそれぞれ福島空港と

茨城空港があり、ゲートウェイ（交通結

節点）の候補としている。 

・ゲートウェイ候補には他に大洗港、日立

駅を想定する。 

・全体の 70％程度を水郡線が併走し、常設

のサイクルトレインが走っており、連携

を想定する。 

 

以上の″陸・海・空″を自転車でつなぐ

日本初のインバウンド・サイクリングネッ

トワークを目指す。 

 

  
IBR（茨城空港）  

FKS（福島空港）  

奥久慈街道  

奥久慈里山  
ヒルクライムルート  

大洗・ひたち海浜  

シーサイドルート  

■広域サイクリングロードの想定（基本形） 
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施策 12 サイクルツーリズムの推進母体の設立 

 施策 11 を推進するためには、長期的に多様な団体・組織と協議し、活動することになる。

このためには、異動等がある行政職員ではなく、長期の専属のスタッフを配置できる持続

可能な推進母体を設立することが求められる。 

 具体的には、東白川地方の４町村（自治体）と＜東白川地方自転車活用推進協議会＞が

一定の関与をもちつつ、サイクルツーリズムの推進・実施母体となる団体組織の設立が望

まれる。 

 例えば、スポーツ庁等が推進する「地域スポーツコミッション」のような団体・組織が

考えられる。東白川地方では既に棚倉町において、「棚倉町スポーツコミッション」が設立

済みであるが、東白川地方全体を対象とし活動する「東白川地方スポーツコミッション」

を想定する。常駐・専属のスタッフが配されるとともに、関連する自治体はもちろん、既

往のスポーツコミッションやその他の地域のスポーツ団体等と連携する団体を想定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域スポーツコミッション概要と４要件 （※出典：スポーツ庁ホームページ） 

・「スポーツコミッション」とは、地方公共団体、スポーツ団体、民間企業等が一体となり、スポーツに

よるまちづくり・地域活性化を推進していく組織の総称であって、以下の 4 要件を備えるもの。 

①≪一体組織要件≫  

・地方公共団体、スポーツ団体（体協、総合型等）、民間企業（観光協会、商工団体、大学、

観光産業、スポーツ産業等）などが一体として活動を行っていること  

②≪常設組織要件≫  

・常設の組織であり、時限の組織でないこと。  

※ 組織の構成員の常勤・兼務は問わない。  

③≪域外交流活動要件≫  

・スポーツツーリズムの推進やスポーツ合宿・キャンプの誘致など域外交流人口の拡大に

向けたスポーツと地域資源を掛け合せたまちづくり・地域活性化のための活動を主要な

事業の一つとしていること。  

④≪広範通年活動要件≫  

・単発の特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、スポーツによる地域

活性化に向けた幅広い活動を、年間を通じて行っていること。  
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８.計画の推進に向けて                      

 

 本計画は、基本的にＰ40 で示した個別の施策や取組については、同表の「検討・実施主

体」欄で示した各主体が行うものとする。計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルの考え方

に基づき、＜東白川地方自転車活用推進協議会＞が行うものとする。 

具体的には、本計画（ＰＬＡＮ）に基づく施策や事業の進捗状況（ＤＯ）を協議会メン

バーで随時に共有し、その効果等の評価（ＣＨＥＣＫ）を行い、必要に応じて、その施策

や事業内容の見直し（ＡＣＴＩＯＮ）を行いつつ、進行管理を行うものとする。 

適宜に社会情勢等を踏まえて、本計画の全般的なブラッシュアップ、個別施策や事業の

拡充などの見直し等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 


